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＊各項目は7級地（富山市）の料率（1単位＝10.14 円）で計算されます。

＜要介護＞介護保険サービス（1日あたり） 

通常規模型

介護区分 7～8時間 単位

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

うめばちふちゅうデイサービス TEL(076)466-0010 FAX(076)466-0015 
住所▪富山市婦中町蔵島1058-2　休日▪日曜・年末年始　電話受付時間▪9：00～17：30  （窓口：生活相談員）

通所介護Ⅰ51

通所介護Ⅰ52

通所介護Ⅰ53

通所介護Ⅰ54

通所介護Ⅰ55

658

777

900

1023

1148

6～7時間 単位

通所介護Ⅰ41

通所介護Ⅰ42

通所介護Ⅰ43

通所介護Ⅰ44

通所介護Ⅰ45

584

689

796

901

1008

5～6時間 単位

通所介護Ⅰ31

通所介護Ⅰ32

通所介護Ⅰ33

通所介護Ⅰ34

通所介護Ⅰ35

570

673

777

880

984

入浴介助加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅰロ

個別機能訓練加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算Ⅱ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ

40

76

20

18

★

★

中重度者ケア体制加算

科学的介護推進体制加算

送迎減算（片道）

40

‒ 47

9.2％

＊加算項目に★がついているものはひと月あたりの単位となります。

9.2％

※介護予防型の送迎減算上限について、要支援1・事業対象者の方はひと月につき376単位の範囲内、要支援2・事業対象者の方はひと月につき752単位
　の範囲内での減算となります。

＜要支援＞介護予防通所型サービス（ひと月あたり） 

介護区分  サービス内容 単位

要支援1
事業対象者

介護予防通所型サービス1
（週1回程度）

介護予防通所型サービス2
（週2回程度）

1798

介護区分  サービス内容 単位

3621

72        144科学的介護推進体制加算

送迎減算（片道）※

40

‒ 47

要支援1    　 要支援2

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算Ⅱ

要支援2
事業対象者

うめばちふちゅうデイサービス　介護報酬単位表

基本部分

加算項目

基本部分

加算項目


